
社員健康管理システムＫ２１とは！ 

予約管理 

・仕入原票入力 

・荷受仕入データ取込 

予約管理 

パスワード入力 

※社員は企業にとって財産です。その財産を守るシステムです。 

  ・企業が不健康と思われる社員をチェックし、改善指導することで、長期の入院など、業務に差支え    
の出る長期休暇を防止することができる。又、社員も企業が健康管理してくれることで、重大な病気
を抑止する効果があります。 

  ・健診結果等の管理が一元化できて５年保存の安全性や労基署向けの報告書が簡単に作成できます。 

  ・産業医・保健師の事務作業を軽減でき面接指導等も紙面ではなく、画面を確認しながら適切な指導が
行えます。また二次検査等の指導内容・コメントも面談時に直接入力できます。 

 

社員健康管理システム 

管理（総務）にて画面を 

みながらの指導 

・保健指導 

・受診勧奨管理 

・二次対象者管理  他 
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社員健康管理システムＫ２１ 

二次検査案内書 

保健指導等 

予約申し込み 

健診予約データ 

（CSV） 

健診結果データ 

（CSV） 

 

 

◇健康診断実施後の事業者の具体的な取り組み事項◇  （労働安全衛生法より抜粋） 

1.健康診断の結果の記録 健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断に 

 よって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。（安衛法第66条の3） 

2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に 

 異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師の意見 

 を聞かなければなりません。 （安衛法第６６条の4） 

3.健康診断の結果に基づく保健指導 健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者 

 に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。(安衛法第66条の7) 

4.健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告 健康診断（定期のものに限る。）の結果は、 

 遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。（安衛則44条、45条、48条 

 の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報告書 

 については、健診を行った全てのの事業者。） （安衛法第100条） 

       ※ （労働安全衛生法より抜粋） ※ 

 

 各種紹介・お問合せ・サポート 

  コンピューターマネジメント株式会社 

〒461-0004 

名古屋市東区葵三丁目１８番１７号 

      ｻﾝﾌﾟﾚｰ名古屋ビル２Ｆ 

              ＴＥＬ：052-935-2911 

        FAX：052-935-2913 

 

※販売価格 

★費用別途相談させて頂きます。 

導入を検討されているユーザー様へ 

担当：高木までご連絡ください。 

  ＴＥＬ：０５２－９３５－２９１１ 

※別途、お客様の運用に合わせたカストマイズも 

 可能です。 

 裏面 システム概要、サンプル画面・帳票 



監督署届出様式にて集計表示 

健康診断集計表 

個人結果(単票) 個人結果時系列 

システム全体概要 
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予約管理 

・人間ドッグ対象者処理 

・定期健診名簿処理 

・特定健診名簿処理 

・二次健診対象者処理 

 等 

 

予約依頼 

結果管理 

・健診結果一括取込処理 

・健診結果入力 

・診断書一覧 

 等 

保健指導管理 

・保険指導支援処理 

・保険指導結果入力 

・受診勧奨案内処理 

・各種健診別集計 

・各種健診所見統計 

・年度別所見統計表 

・健診結果地歴処理 

 等 

 
健診結果 

保険指導 

保健指導支援 


